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第１ 令和６年度における委員会の事業運営方針 

 食品安全委員会（以下「委員会」という。）は、引き続き、食品安全基本

法（平成１５年法律第４８号）に定める基本理念及び施策の策定に係る基

本的な方針並びに「食品安全基本法第２１条第１項に規定する基本的事項」

（平成２４年６月２９日閣議決定）に基づき、国民の健康の保護を最優先

に、委員会の所掌事務を円滑かつ着実に実施するとともに、委員会の業務

改善を進めていく。 

 

第２ 委員会の運営全般 

（１）委員会会合の開催 

原則として、毎週１回、委員会の委員長が委員会に諮って定める日に、公

開で委員会会合を開催する。なお、緊急・特段の案件については、臨時会合

を開催し、対応する。 

（２）企画等専門調査会の開催 

本年度の企画等専門調査会については、別紙１のスケジュールで開催す

る。 

（３）食品健康影響評価に関する専門調査会の開催 

食品健康影響評価を的確に実施するため、専門調査会を開催する。 

既存の専門調査会等での審議が困難な課題や複数の専門調査会等に審議

内容がまたがる課題について、効率的な調査審議を実施するため、以下の

取組を行う。 

① 委員会の下に専門調査会と同等の位置づけとするワーキンググループ

を設置 

② 専門調査会等に他の専門調査会等の専門委員を招いて調査審議 

③ 関係する専門調査会等を合同で開催 

（４）委員会と専門調査会等の連携の確保  

専門調査会等における円滑な調査審議を図るため、原則として全ての専

門調査会等に委員会委員が出席し、必要に応じて、情報提供を行うととも

に、助言を行う。 

（５）リスク管理機関との連携の確保  

令和６年４月の消費者庁への食品衛生基準行政の移管等を踏まえ、食品

の安全性の確保に関する施策の整合的な実施等の観点から、関係府省連絡

会議等を通じ、より一層リスク管理機関との連携を確保する。 

（６）委員会におけるＤＸの取組について 

食品健康影響評価書及び委員会が保有する毒性評価結果等について、知

的財産上の配慮を講じつつ、オープンデータ化の構築に向けた調査・検討
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の結果を踏まえたリスク評価業務の効率化や評価技術の高度化を図るた

め、デジタル技術の活用可能性について検討を進める。 

デジタル技術を活用した情報収集等の体系化・効率化について、実証調査

を実施し課題の整理を行う。 

また、令和５年度に内閣府に導入されたガバメントソリューションサー

ビス（ＧＳＳ）を活用した業務の効率化を推進する。 

（７）事務局体制の整備 

評価体制等の充実を図るため、必要な予算及び機構・定員を確保する。 

 

第３ 食品健康影響評価の実施 

１ リスク管理機関から食品健康影響評価を要請された案件の着実な実施  

  最新の科学的知見に基づき、客観的かつ中立公正なリスク評価を推進す

る。 

（１）リスク管理機関から食品健康影響評価を要請された案件について 

評価要請の内容に鑑み、食品健康影響評価に必要な追加情報を求めた

場合その他特段の事由がある場合を除き、早期に食品健康影響評価が終

了するよう、計画的・効率的な調査審議を行う。 

特に、令和４年１０月に評価要請が開始された農薬の再評価について、

評価指針等に基づき、各種試験データや公表文献等を用いて、最新の科学

的水準に立った評価を進める。 

（２）企業からの申請に基づきリスク管理機関から要請を受けて行う食品健

康影響評価について 

「企業申請品目に係る食品健康影響評価の標準処理期間について」（平

成２１年７月１６日食品安全委員会決定）に基づき、標準処理期間（追加

資料の提出に要する期間を除き１年間）内に評価結果を通知できるよう、

計画的な調査審議を行う。 

（３）いわゆるポジティブリスト対象品目の食品健康影響評価について 

「暫定基準が設定された農薬等の食品健康影響評価の実施手順」（平成

１８年６月２９日食品安全委員会決定）に基づき、計画的な調査審議を

行う。 

 

２ 評価ガイドライン等の策定等 

食品健康影響評価の内容について、案件ごとの整合性を確保し、調査審議

の透明性の確保及び円滑化に資するため、必要に応じ、評価ガイドライン

（評価指針、評価の考え方等）の策定及び改正を進める。 

本年度においては、養殖水産動物に係る薬剤耐性菌の評価の考え方等を
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反映するために「家畜等への抗菌性物質の使用により選択される薬剤耐性

菌の食品健康影響に関する評価指針（平成１６年９月３０日食品安全委員

会決定）」の改正に向けた調査審議を行う。 

また、これまでに策定した「食品健康影響評価におけるベンチマークドー

ズ法の活用に関する指針」（令和元年 10 月 29 日食品安全委員会決定）、

「食品健康影響評価において(Q)SAR を活用して変異原性を評価する場合の

手引き」（令和３年２月食品安全委員会評価技術企画ワーキンググループ決

定）や２０周年のシンポジウムにおける成果を踏まえ、食品健康影響評価に

関する長期的な課題を整理するとともに、対応の方向性について検討を行

う。 

 

３ 「自ら評価」の推進 

（１）「自ら評価」案件の選定  

本年度における「自ら評価」案件の選定については、「食品安全委員会

が自ら行う食品健康影響評価に関し企画等専門調査会に提出する資料に

盛り込む事項」（平成１６年５月２７日食品安全委員会決定）及び「企画

等専門調査会における食品安全委員会が自ら行う食品健康影響評価対象

候補の選定の考え方」(平成１６年６月１７日食品安全委員会決定)を踏

まえ、別紙２に掲げるスケジュールで実施する。 

（２）「自ら評価」の結果の情報提供等  

「自ら評価」が終了した案件については、その評価結果に関して、意

見交換会の開催やFacebookでの発信等により丁寧に情報提供を行う。そ

の際、対象者に応じて開催方法の工夫を行う。 

「自ら評価」案件選定の過程で決定された事項（情報収集等）につい

て、その決定に基づき、ホームページ、Facebook等で情報提供を行う。 

 

第４ 食品健康影響評価の結果に基づく施策の実施状況の監視 

１ 食品健康影響評価の結果に基づく施策の実施状況の調査 

食品健康影響評価の結果に基づく施策の実施状況について、リスク管理機

関に対し、１０月を目途に調査を実施し、その結果を踏まえ、必要に応じ、

勧告、意見の申出を行う。 

 

２ 食品安全モニターからの報告 

食品安全モニターから、随時、食品健康影響評価の結果に基づき講じられ

る施策の実施状況等についての報告を求める。その結果については、必要で

あればリスク管理機関に対する勧告、意見の申出の参考とする。 
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また、食品の安全に関する意識等を把握するためのアンケートの調査を令

和７年２月を目途に実施する。 

 

第５ 食品の安全性の確保に関する研究・調査事業の推進 

  「食品の安全性の確保のための研究・調査の推進の方向性について」（平成

２２年１２月１６日食品安全委員会決定。以下「ロードマップ」という。）等

を踏まえ、研究・調査を計画的に実施し、その成果を食品健康影響評価に活用

する。 

 

１ 食品健康影響評価技術研究の推進 

（１）前年度に終了した研究課題の事後評価の実施 

前年度に終了した研究課題について、別紙３に掲げるスケジュールで事

後評価を実施するとともに、研究成果発表会の開催、ホームページでの研

究成果報告書の公表を行う。 

（２）本年度における研究課題の実施 

本年度に実施する研究課題について、別紙３に掲げるスケジュールで中

間評価を実施し、必要に応じ主任研究者へ研究計画の見直し等の指導を行

う。 

（３）食品健康影響評価技術研究課題の選定 

来年度における食品健康影響評価技術研究課題については、食品健康

影響評価を的確に実施するため、ロードマップを踏まえた優先実施課題

を策定し、別紙４に掲げるスケジュールで公募・審査を行い、食品健康影

響評価等の実施のために真に必要性の高いものを選定する。公募の際に

は、大学等の関係研究機関に所属する研究者に向けて幅広く周知すると

ともに、課題の選定等に関する議事の概要を公表して透明性を確保する。 

（４）適切な経理の確保 

研究費の適正な管理のため、「研究機関における公的研究費の管理・監

査のガイドライン（実施基準）」（令和３年９月１７日内閣府食品安全委

員会事務局長決定）に基づき、研究機関に対する履行状況調査を行う。 

（５）関係府省との連携  

競争的資金に関する関係府省連絡会担当者会議に出席し、競争的資金の

取扱い等に関して意見交換を行い、必要に応じ、研究に関する規程を見直

すとともに、研究を効率的に実施するため、「食品の安全性の確保に関す

る試験研究の推進に係る担当者会議」（食品の安全性の確保に関する試験

研究の推進に係る関係府省相互の連携・政策調整の強化について（平成１

７年１月３１日関係府省申合せ））等を開催し、関係府省との連携・政策
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調整を強化する。 

 

２ 食品の安全性の確保に関する調査の推進  

（１）食品安全確保総合調査対象課題の選定  

来年度における食品安全確保総合調査対象課題については、ロードマッ

プを踏まえ優先実施課題を策定し、別紙５に掲げるスケジュールで、食品

健康影響評価等の実施のために真に必要性の高いものを選定する。入札公

告の際には、調査・研究機関に幅広く周知する。 

（２）食品安全確保総合調査の実施 

選定した調査の対象課題については、実施計画をホームページ等に公開

し、その内容を随時更新するとともに、調査結果については、個人情報や

企業の知的財産等の情報が含まれている等公開することが適当でないと

判断される場合を除き、食品安全総合情報システムにより公開する。 

 

３ 研究・調査事業の追跡調査の実施 

これまでに行った研究事業及び調査事業について、研究事業及び調査事

業の意義、運営方針の妥当性、成果の食品健康影響評価への活用状況等に着

目した追跡評価を行う。 

 

４ ロードマップの改正 

ロードマップの改正を行う。 

改正後のロードマップにおいては、委員会が取り組まなければならない

今後の長期的な課題を整理し、その課題解決に向け、研究事業及び調査事業

を戦略的に実施していくための方針を示すものとする。 

 

第６ リスクコミュニケーション・情報発信の促進 

消費者、行政、メディア、事業者、専門家等の関係者間の相互理解を深め、

信頼関係を構築しつつ、食品安全に関する科学的知見に対する理解を促進する

ため、リスク評価機関としての委員会の認知度の向上を図りながら、対象者に

応じた様々な媒体・機会を活用したリスクコミュニケーションや情報発信を積

極的に行う。その際、令和２年度に実施した「食品安全委員会が行うリスクコ

ミュニケーションに関する意識調査」の結果において、消費者の食品安全に関

する主たる情報源がテレビ・新聞等であったこと、また令和４～５年度に実施

した「食品安全委員会が地方自治体等と連携して行う食品安全に関する情報発

信・リスクコミュニケーションの強化に関する調査」の結果を踏まえ、次の取

組を実施する。 
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・ 報道関係者、地方公共団体、食品事業者等の食品安全に関する情報を発信

する者に対する、科学的情報、特に食品安全委員会が行った食品健康影響

評価に関する適切な情報提供及び意見交換 

・ 妊婦、乳幼児をもつ保護者、小中学生、消費者全般等、対象階層を明確に

しつつ、二次利用を意識した情報提供 

・ 地方公共団体が地域住民や事業者に情報発信・リスクコミュニケーショ

ンを主体的に実施する際に活用できる、科学的なデータや図などの素材の

提供 

等を行う。 

 

以下、意見交換会等の開催については、対象者、規模等に応じて、対面形式、

web 会議システム、ハイブリッド方式等の特性を踏まえ、いずれの方式で実施

するかを検討する。 

 

１ 様々な手段を通じた情報の発信 

食品健康影響評価や海外情報その他の食品の安全性に関する最新の科学

的知見を、媒体の特性を踏まえて迅速に発信する。 

 

（１）ホームページ 

   食品安全に関心があり、情報を入手、利用又は発信しようとするとき

に、検索や SNSを通じて閲覧する者に向けて、食品健康影響評価の結果、

委員会、専門調査会及び意見交換会の開催状況、食品安全に関する最新の

情報、並びに妊婦、乳幼児をもつ保護者、小中学生等、特定の階層を対象

とした情報等をそれぞれ掲載するとともに、より見やすく・より容易に目

的の情報に到達でき、関連の情報にも誘導できるよう、ページ構成や記載

内容を随時見直し、更新する。 

（２）SNS等 

委員会の情報を広く届ける観点から、SNSやメールマガジン等のコミュ

ニケーションツールの特性やその利用者に応じた内容での発信となるよ

う、各ツールを使い分け、連携させつつ、幅広く積極的な情報発信を行

う。 

① Facebook 

委員会公式アカウント「内閣府食品安全委員会」をフォローし、食品

安全への関心が高く、ある程度専門的な知識をもつ者に向けて、委員会

の活動状況の他、機動的な対応が必要な健康被害案件、季節性を考慮し
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た記事等、Facebookの拡散機能や利用者の二次利用を意識したテーマの

記事を発信する。 

② メールマガジン 

メールマガジンに登録している、食品安全への関心が非常に高い者に

向けて、委員会や専門調査会、意見交換会の開催状況等を発信するほか、

特に緊急時には食品安全に関する正確な情報を発信する。 

③ ブログ 

検索エンジンや X（旧 Twitter。以下同じ。）等に貼られたリンクか

らさらに一次情報を求める等、食品安全に関してより詳しく正確な情

報を求めている者に向けて、発信日時も含めたアーカイブ機能も持つ

ブログの特性を活用して Facebookで配信した内容等の食品安全に関す

る情報を蓄積し、機会を捉えた Xでの情報発信の際の資産の場とする。 

④ YouTube 

検索・おすすめ等で長くアクセスが得られることから、頻繁に映像や

音声の情報を利用している者に向けて、意見交換会等の情報提供動画

や消費者の関心が高かったコンパクトな動画等対象者を意識した情報

を蓄積し、機会を捉えた Xや Facebookでの発信の際の情報資産の場と

する。 

⑤ X 

報道関係者を含めた多くの者の情報収集の手段として用いられ、拡散

力の高い Xの特性を活かし、食中毒の防止法等、身近で関心（共感）の

高いものや、タイムリーなもの、緊急性の高いものを委員会の活動に結

びつけて情報発信する。 

（３）広報誌、パンフレット、ポスター、教材の作成 

委員会運営状況報告書に基づき、委員会の１年間の取組をわかりやす

く取りまとめた広報誌「食品安全」を作成し、既刊のパンフレット「食

品安全委員会」や「キッズボックス総集編」とともに、意見交換会、子

ども向けイベント等において配布する。 

リスクアナリシスの考え方やリスク評価の実例について解説したポス

ターについて、学会のブース出展の機会を捉えて掲示するなど、委員会

の活動等に対する理解促進を図る。 

加えて、学校教育関係者が学校現場で活用するための教材の活用を促

す。 

（４）食品の安全性に関する用語集 

食品安全に関して、基本的な考え方を整理しつつ、各用語の内容を説明

する「食品の安全性に関する用語集」について必要に応じて見直しを行い、
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ウェブサイトの更新を行う。 

食品健康影響評価の理解促進のため、ウェブサイト版・冊子版ともに広

く周知・提供する。 

 

２ 「食品の安全」に関する科学的な知識の普及啓発 

消費者の食品安全に関する科学的知見に対する理解の促進を図るため、以

下の取組を行う。 

（１）評価書等の解説講座 

リスク管理の根拠となる食品健康影響評価やリスクプロファイル等に

ついて理解を深めるため、講座「精講：食品健康影響評価」を開催する（食

品の安全性の確保に向けて必要な施策・措置を講じる責務を有する食品

関連事業者及び行政担当者並びに食品安全分野に係る研究者等を対象）。 

（２）意見交換会、講師派遣等 

地方公共団体、消費者団体、学術団体、職能団体、事業者団体、学校教

育関係者等との間で意見交換会やセミナー等を行う。その際には、「食品

の安全」に関する科学的な知識の普及や食品健康影響評価に対する理解の

向上等の目的に留意しつつ、対象者層を勘案しながらテーマや形式（相互

対話、講演、ブース展示等）について決定する。なお、これらの意見交換

や講師派遣に当たって、必要に応じて、リスクコミュニケーションの事務

の総合調整を行う消費者庁と連携を図りながら実施する。 

（３）訪問学習受入れ 

食品安全を守る仕組み等に関心のある中学生、高校生、大学生等からの

訪問学習の受入れについて、積極的に対応する。 

（４）食の安全ダイヤルの活用 

食の安全ダイヤルを通じて消費者等から寄せられた情報及び食品安全

モニターから寄せられた危害情報については、リスクの初期情報や消費者

の意見・懸念事項として、リスク管理機関と共有等し、食品の安全性の確

保やリスクコミュニケーション・情報提供の充実を図る。また、食の安全

ダイヤル等を通じて消費者からよく聞かれる質問等については、ホームペ

ージや Facebook等を通じて情報提供する。 

 

３ 関係機関・団体との連携体制の構築 

（１）リスク管理機関との連携 

関係省庁が、食品の安全について科学的根拠に基づく共通認識を持ち、

一貫性をもった情報発信をするため、原則、隔週での関係府省の担当者に

よるリスクコミュニケーション担当者会議を行うほか、緊密に情報交換・
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調整を行う。 

（２）地方公共団体との連携 

地方公共団体の食品安全担当者との間の情報連絡網を最大限活用して、

学校教育関係者及び食品関係事業者に対して効果的に科学的な知識の普

及啓発ができるよう、地方公共団体との連携強化を進める。（２（２）参

照） 

さらに、リスクコミュニケーションの取組事例の情報共有等により、

リスクコミュニケーションを効果的に実施できるよう、地方公共団体と

の連絡会議を開催する。 

（３）消費者団体、事業者団体、関係職能団体等との連携（円滑に情報交換

できる体制の構築） 

消費者団体、事業者団体、関係職能団体等との間で、円滑に情報交換

できる体制を構築するため、意見交換や情報提供を実施し、関係強化を

図る。 

特に講師派遣は、相手方の要望を踏まえ、より多くの関係者と食品安

全に関する情報を交換できるように実施する。 

（４）報道関係者との意見交換 

意見交換会の実施により、委員会の知名度の向上、国民への科学的知

見の普及の観点から、報道関係者に対して戦略的に科学的知見を提供す

る体制を構築していく。意見交換会後も、参加した報道関係者との意見

交換を密に行う。 

（５）学術団体との連携 

我が国の食品安全に関する研究の充実、食品の安全に関する科学的な知

識の普及及び委員会の専門委員の充実のためには学術団体との更なる連

携強化が必要である。具体的には、重点化する学術分野を明確にした上で、

学会において講演やブース出展等を行う。 

 

第７ 緊急の事態への対処 

１ 緊急事態への対処 

緊急事態が発生した場合には、「食品安全委員会緊急時対応指針」（平成

１７年４月２１日食品安全委員会決定。以下「指針」という。）等を踏まえ、

関係行政機関等との密接な連携の上、危害物質の毒性等の科学的知見につ

いて、関係省庁及び国民に対して迅速かつ的確に情報提供を行う等、適切に

対応する。  

 

２ 緊急事態への対処体制の整備 
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指針等を踏まえ、平時から、緊急時に備えた情報連絡体制の整備や、科学

的知見の収集・整理、緊急時対応訓練等を実施することにより、緊急事態へ

の対処体制の強化に努めるとともに、企画等専門調査会において、実際の緊

急時対応の結果及び緊急時対応訓練の結果の検証を行い、緊急時対応の問

題点や改善点等について検討し、必要に応じ、指針等の見直しを行う。 

 

３ 緊急時対応訓練の実施 

４月～１１月に、緊急時に必要となる基本的な対応手順の理解・習得を目

的とした実務者研修等を行う。さらに、緊急時対応の取りまとめを担う消費

者庁と連携し、実際の緊急時を想定した実践的な訓練（確認訓練）を１２月

を目処に行い、緊急時対応体制の実効性を確認するとともに、担当者の実践

的対応能力の向上等を図る。 

 

第８ 食品の安全性の確保に関する情報の収集、整理及び活用 

国内外の食品の安全性の確保に関する科学的情報として、国際機関、海外

の政府関係機関の公式発表や学術誌に掲載された論文等の情報を毎日収集

し、迅速にリスク管理機関に共有するとともに、「食品安全総合情報システ

ム」（委員会のホームページ上の情報検索用データベースシステム）に登録

し、国民に対して情報提供を行う。 

 これら情報の中から、中長期的な視点で、食品の安全に影響を与える科学

的な情報を体系的に整理・共有する体制を見直す。加えて、食品健康影響評

価や緊急時の対応等において、専門家等の専門知識の活用を図る観点から、

専門情報の提供に協力いただける専門家や関係職能団体等との連絡体制を

確保し、情報交換等を行う。 

 

第９ 国際協調の推進 

国際的な貢献や科学的知見の充実、海外の機関との連携・協力体制の強化

など国際協調を推進するため、以下の取組を行う。 

 

１ 国際会議等への委員及び事務局職員の派遣 

以下のスケジュールで開催される国際会議等（ウェブ会議システム等を

利用した会議を含む。）に委員、専門委員及び事務局職員を派遣する。 

２０２４年４月 第17回コーデックス食品汚染物質部会（ＣＣＣＦ) 

     ７月  国際食品保全学会年次学会（ＩＡＦＰ）２０２４ 

９月 レギュラトリーサイエンスに関する国際会議（ＧＳ

ＲＳ）２０２４ 
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９月 ＪＭＰＲ 

２０２５年２月 第４０回ＯＥＣＤ農薬作業部会 

３月 米国毒性学会（ＳＯＴ） 

 

また、必要に応じ、このスケジュールのほかに開催されることとなった

コーデックス委員会各部会、国際会合等に委員等を派遣する。 

 

２ 海外の研究者等の招へい  

海外の食品安全に係る研究者及び専門家を招へいし、食品の安全性の確

保に関する施策の策定に必要な科学的知見の充実を図る。また、必要に応

じてウェブ会議システム等を利用して情報交換等を実施する。 

 

３ 海外の食品安全機関等との連携強化  

海外の食品安全機関等との連携強化を図るため、ウェブ会議システムや

メール等を利用し、食品健康影響評価に関する情報交換等を実施する。また、

必要に応じ、委員会と既に協力文書を締結している欧州食品安全機関（ＥＦ

ＳＡ）、豪州・ ニュージーランド食品基準機関（ＦＳＡＮＺ）、ポルトガル

経済食品安全庁（ＡＳＡＥ）、フランス食品環境労働衛生安全庁（ＡＮＳＥ

Ｓ）、ドイツ連邦リスク評価研究所（ＢｆＲ）及びデンマーク工科大学（Ｄ

ＴＵ）と連携強化のための会合（ウェブ会議システム等を利用した会議を含

む。）を開催するとともに、米国食品医薬品庁（ＦＤＡ）、アジア諸国の食

品安全機関等の他の外国政府機関との情報交換、連携の構築を行う。 

また、委員会の国際貢献の観点から、海外の行政関係者等を対象とした研

修にも協力する。 

 

４ 海外への情報発信  

食品健康影響評価の概要、食品安全確保総合調査及び食品健康影響評価

技術研究の成果等の英訳を行い、順次英語版ホームページに掲載する。 

食品安全に関する論文及び食品健康影響評価書の概要等の英訳を掲載す

る英文ジャーナル「Food Safety-The Official Journal of Food Safety 

Commission of Japan」を年４回発行するとともに、バックナンバーも含め

た本ジャーナルの PubMED Central (ＰＭＣ)への収載を通じて、国内外に広

く情報発信していく。 



別 紙 １ 

 

 

令和６年度における企画等専門調査会調査審議スケジュール 

 

 

月 調 査 審 議 事 項 

令和６年６月 ○ 令和５年度食品安全委員会運営状況報告書について 

○ 令和６年度食品安全委員会が自ら行う食品健康影響評価

の案件選定の進め方について 

 

１１月 ○ 令和６年度食品安全委員会運営計画の実施状況の中間報

告について 

○ 令和６年度食品安全委員会が自ら行う食品健康影響評価

の案件候補の選定について 

 

令和７年１月 ○ 令和７年度食品安全委員会運営計画について 

○ 令和６年度食品安全委員会が自ら行う食品健康影響評価

の案件候補の選定について 

○ 令和６年度食品安全委員会緊急時対応訓練実施結果、令

和７年度食品安全委員会緊急時対応訓練計画等について 

 

 



 

 

別 紙 ２ 

 

 

令和６年度における「自ら評価」案件の選定スケジュール 

 

 

月 事          項 

令和６年６月 

 

o 企画等専門調査会における審議 

・「自ら評価」案件選定の進め方について 

 

７月 o ホームページ等による一般からの意見募集の実施 

８月～１０月 o 事務局による「自ら評価」の案件候補の整理 

 

１１月 o 企画等専門調査会における審議（第１回絞込み） 

   ・「自ら評価」の案件候補について議論 

 

令和７年１月 o 企画等専門調査会における審議（第２回絞込み） 

・「自ら評価」の案件候補の決定 

 

   ２月   o 食品安全委員会における審議 

  ・「自ら評価」の案件候補について議論 

   ・その他の案件の取扱い（情報提供など）を決定 

o 意見・情報の募集 

 

３月 o 食品安全委員会における審議 

    ・意見・情報の募集の結果を踏まえ、「自ら評価」案件を決

定 

 

※随時、前年度までの「自ら評価」のフォローアップ状況について、調査会に報

告を行う 



別 紙 ３

令和６年度の研究事業評価実施スケジュール

食品安全委員会への報告（令和６年９月）

研究成果発表会（令和６年１２月）

事後評価の実施（令和６年７～８月）

中間評価の実施（令和６年１２月）

食品安全委員会決定（令和７年２月）

〔令和５年度に終了した課題の事後評価〕

〔令和６年度に実施する課題の中間評価〕

研究成果報告書（中間報告書）の提出期限

（令和６年１１月）



研究課題の募集

（令和６年１０月）

研究課題候補の選定及び調査対象課題との調整

（令和７年１月～２月）

書面審査

（令和６年１１月～１２月）

令和７年度に優先的に実施すべき研究課題の決定

（令和６年９月）

新規研究課題の食品安全委員会決定

（令和７年２月～３月）

令和７年度新規研究課題決定までのスケジュール

ヒアリング審査

（令和７年１月）

別 紙 ４



実施課題案の選定及び研究課題との調整

（令和７年１月～２月）

食品安全委員会決定

（令和７年２月）

別 紙 ５

令和７年度に優先的に実施すべき調査課題の決定

（令和６年９月）

令和７年度に実施する調査課題の選定




